
徳
川
家
霊
廟
奉
献
石
燈
籠
の
成
立
と
展
開(

上)
一
年
ほ
ど
前
か
ら
私
は
『
増
上
寺
徳
川
家
霊
廟
の
風
景
』
の
中
で
「
文
昭
院
の
燈
籠

配
置
に
つ
い
て
」
と
い
う
項
を
た
て
、
港
区
が
所
蔵
す
る
『
文
昭
院
殿
御
霊
廟
前
御
銅

燈
籠
并
石
燈
籠
建
場
之
繪
圖
』
の
配
置
図
を
中
心
と
し
て
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
文
昭

院
殿
霊
廟
の
姿
を
概
観
す
る
と
い
う
作
業
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
私
は

慶
応
大
学
の
石
神
裕
之
氏
の
『
芝
増
上
寺
徳
川
家
霊
廟
の
奉
献
石
燈
籠－

研
究
可
能
性
の

整
理
と
し
て
』（
平
成

年
度
港
区
立

港
郷
土
資
料
館

特
別
展
図
録
「
徳
川
家
霊
廟
」
）
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と
い
う
論
考
に
出
会
っ
た
。
石
神
先
生
は
こ
の
論
考
の
中
で
『
相
馬
藩
世
紀
』
か
ら
の
引

用
を
通
し
て
石
燈
籠
の
寸
法
に
つ
い
て
示
唆
を
さ
れ
た
。
こ
の
寸
法
の
部
分
に
つ
い
て
は

「
文
昭
院
の
燈
籠
配
置
に
つ
い
て
（
中
）
」
の
中
で
東
京
都
立
中
央
図
書
館
が
所
蔵
す
る

木
子
文
庫
の
「
徳
川
家
霊
廟(

上
野)

常
慶(
マ
マ

憲)

院
霊
廟
燈
籠
絵
図
」
を
示
し
て
関
連

を
問
う
た
。
ま
た
燈
籠
銘
の
基
本
的
な
要
件
に
つ
い
て
も
補
訂
し
た
物
を
提
示
し
て
い
る
。

し
か
し
い
ず
れ
も
部
分
的
な
作
業
で
有
り
、
増
上
寺
、
寛
永
寺
に
献
納
さ
れ
た
石
燈
籠

の
銘
、
或
い
は
そ
の
石
燈
籠
の
形
そ
の
も
の
が
規
格
化
さ
れ
て
い
く
流
れ
は
一
度
全
体
像

と
し
て
整
理
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

従
っ
て
こ
こ
で
は
日
光
東
照
宮
に
献
納
さ
れ
た
燈
籠
以
降
の
形
式
、
台
徳
院
か
ら
文
恭

院
ま
で
の
燈
籠
の
形
式
を
出
来
る
だ
け
実
物
に
沿
っ
た
形
で
辿
る
こ
と
で
、
諸
大
名
が
将

軍
家
廟
前
に
石
燈
籠
を
献
納
す
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
、
更
に
江
戸
城
内
の
格
式
を
反
映

す
る
形
で
規
格
化
さ
れ
て
い
く
過
程
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

東
照
大
権
現
の
燈
籠

日
光
東
照
宮
に
献
納
さ
れ
た
石
燈
籠
に
つ
い
て
は
既
に
松
永
兼
治
氏
に
よ
り
詳
細
な
調

査
と
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（
『
大
日
光
』

号

平
成
六
年
）
こ
れ
に
よ
っ
て
石
燈
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籠
献
納
の
全
体
像
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

燈
籠
の
総
数
に
つ
い
て
は

石
鳥
居
よ
り
表
門
ま
で
に
六
基
、
表
門
内
に
一
一
五
基
、
さ
ら
に
、
御
仮
殿
の
鳥
居

前
に
二
基
あ
り
、
合
計
一
二
三
基
で
あ
っ
た
（
オ
ラ
ン
ダ
燈
籠
、
及
び
、
上
新
道
に

置
か
れ
る
昭
和
四
〇
年
奉
納
の
燈
籠
三
七
基
は
含
ま
な
い
。
）

と
し
奉
納
者
の
内
訳
と
し
て

燈
籠
の
奉
納
者
は
、
銘
文
に
よ
っ
て
、
八
〇
の
名
が
判
明
す
る
が
、
こ
の
内
大
名
は

七
七
名
で
あ
り
、
親
藩
が
三
名
、
譜
代
四
三
名
、
外
様
が
三
一
名
で
、
意
外
に
親
藩

大
名
の
奉
納
が
少
な
い
。(

中
略)

大
名
以
外
に
は
三
名
の
者
が
奉
納
し
て
い
る
。
福

井
藩
の
家
老
で
あ
っ
た
本
多
富
正
、
旗
本
の
伊
奈
忠
治
が
そ
れ
ぞ
れ
、
元
和
四
年(

一

六
一
八)

に
は
黒
田
長
政
の
妻
が
石
燈
籠
二
基
を
奉
納
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
唯
一
、

女
性
の
奉
納
で
あ
る
。

ま
た
燈
籠
の
奉
献
の
時
期
に
つ
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
元
和
三
年(

一
六
一
七)

か
ら
文
政
七
年(

一
八
二

四)

の
二
百
年
余
の
間
に
献
納
さ
れ
て
い
る
。

奉
納
数
が
一
番
多
い
の
は
、
御
鎮
座
の
年
の
元
和
三
年
で
、
全
体
の
六
割
近

く
に
の
ぼ
る
。
（
略
）

元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
は
、
第
七
回
の
御
神
忌
に
当
た
り
、
前
年
よ
り
進

め
ら
れ
て
い
た
奥
宮
の
木
造
多
宝
塔
が
完
成
し
た
年
で
あ
る
が
、
二
名
の
大
名

か
ら
三
基
奉
納
さ
れ
て
い
る
。(

略)

時
期
的
に
見
れ
ば
、
年
忌
の
際
に
奉
納
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
前
記
以
外
で

は
、
一
三
回
忌
が
行
わ
れ
た
寛
永
五
年(

一
六
二
八)

に
一
基
、
一
七
回
忌
の
寛

永
九
年(

一
六
三
二)

に
四
基
、
二
五
回
忌
の
慶
安
元
年(

一
六
四
八)

に
六
基
、

さ
ら
に
、
一
五
〇
回
忌
が
行
わ
れ
た
明
和
二
年(

一
七
六
五)

に
五
基
が
、
そ
れ

ぞ
れ
奉
納
さ
れ
て
い
る
。(

略)

寛
永
一
八
年(

一
六
四
一)

に
は
、
十
一
名
の
大
名
が
計
十
四
基
燈
籠
を
奉
納

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
和
三
年
に
次
い
で
二
番
目
に
多
い
奉
納
数
で
あ
る
。

こ
の
年
の
七
月
に
奥
宮
の
御
宝
塔
が
石
造
に
改
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
年
に
奉
納

し
て
い
る
大
名
の
中
で
、
酒
井
忠
勝
、
堀
田
正
盛
、
松
平
信
綱
、
阿
部
重
次
、

阿
部
忠
秋
、
奥
平
忠
昌
ら
は
こ
の
御
宝
塔
の
普
請
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ

た
。正

保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
奉
納
さ
れ
た
の
は
一
基
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

年
は
御
本
社
裏
の
石
垣
が
修
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
普
請
を
奉
行
し
た
太
田
資

宗
が
、
石
燈
籠
一
基
を
奉
納
し
て
い
る
。

有
馬
忠
頼
も
慶
安
三
年(

一
六
五
〇)

に
奥
宮
の
石
垣
を
普
請
し
て
い
る
が
、

翌
慶
安
四
年
七
月
に
二
基
の
石
燈
籠
を
奉
納
し
て
い
る
。

さ
ら
に
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
は
、
修
造
に
関
わ
っ
た
秋
元
喬
知
が
二

基
の
銅
燈
籠
を
奉
納
し
て
い
る
。



松
永
兼
治
氏
の
論
考
は
燈
籠
の
作
り
替
え
や
配
置
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
を
含
ん
で

い
る
が
、
以
上
を
要
約
す
る
と
、

・
東
照
宮
の
造
営
に
当
た
っ
て
全
て
の
大
名
が
燈
籠
を
献
納
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ

と
。

・
献
納
は
年
忌
と
造
替
時
に
も
行
わ
れ
数
次
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
際
の
献
納

者
は
、
そ
の
奉
行
を
務
め
た
幕
府
役
職
者
で
あ
る
こ
と
。

・
献
納
者
に
は
大
名
の
夫
人
、
親
藩
の
付
家
老
職
の
者
も
含
ま
れ
献
納
者
の
身
分
が
明

確
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
。

が
明
ら
か
に
な
り
、
将
軍

家
霊
廟
の
造
営
に
際
し
て
諸

大
名
が
燈
籠
を
奉
献
す
る
と

い
う
制
度
が
未
だ
出
来
上
が

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判

る
。石

燈
籠
の
形
態
の
特
徴
や

銘
に
つ
い
て
は
天
野
俊
一
氏

の
『
石
燈
籠
』
（
昭
和
四
十

八
年
思
文
閣
復
刻
）
に
詳
し

い
が
こ
こ
で
は
元
和
三
年
造
営
時
に
献
納
さ

れ
た
燈
籠
の
み
を
三
例
ほ
ど
掲
げ
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

な
お
天
野
も
指
摘
す
る
と
お
り
銘
の
う
ち

「
東
照
大
權
現

御
寳
前
」
の
部
分
は
「
正

面
に
花
頭
型
の
凹
所
を
つ
く
り
」
記
銘
し
て

い
る
物
が
多
く
見
ら
れ
る
。
（
写
真
３
）

写
真
３
の
有
馬
家
燈
籠
に

つ
い
て
は
天
野
俊
一
氏
が
次

の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
付
け

て
い
る
。

日
光
東
照
宮
に
於
け
る

石
燈
の
竿
で
、
謂
は
ゆ
る

「
胡
麻
殻
し
ゃ
く
り
」
を

し
た
二
例
を
示
し
た
の
で

あ
る
。
何
れ
も
上
が
細
く

細
川
豊
前
宰
相

源
朝
臣
忠
興

奉
寄
進

石
燈
籠

二
基

丁

元
和
三

年

卯
月
十
七
日

写真２ 中神庫前酒井家燈籠 写真１ 上神庫前細川家燈籠

下
が
幾
分
太
く
、
上
下
に
便
化
し
た
蓮
花
紋
を
つ
け
て
あ
る

が
、
一
は
側
が
ま
っ
直

ぐ
で
、
他
は
少
し
く
外
に
反
っ
て
い
る
。
二
つ
と
も
側
面
四
方
隅
入
の
長
方
形
ま
た
は

花
頭
形
等
の
輪
郭
を
と
り
、
其
内
に
銘
文
が
刻
し
て
あ
る
。

こ
こ
で
触
れ
て
い
る
も
う
一
基
の
燈
籠
は

陽
明
門
左
右
に
置
か
れ
た
堀
田
加
賀
守
正
盛

の
も
の
だ
が
、
奉
献
年
は
寛
永
十
八
年
九
月

の
物
な
の
で
今
は
取
り
上
げ
な
い
。

こ
の
花
頭
形
等
の
輪
郭
に
つ
い
て
は
、
天

野
の
記
述
に
従
っ
て
以
下
「
花
頭
形
輪
郭
線
」

と
し
て
お
く
。

後
に
奥
宮
の
石
垣
の

普
請
の
翌
年
、
慶
安
四
年

七
月
に
有
馬
中
務
少
輔
忠

頼
が
石
鳥
居
の
左
右
に
奉

献
し
た
燈
籠
を
載
せ
て
お

く
。有

馬
中
務
少
輔
忠
頼
が

寛
永
九
年
に
台
徳
院
廟
に

奉
献
し
た
燈
籠(

写
真
６)

も
載
せ
て
い
る
の
で
大
猷

院
廟
へ
繋
が
る
流
れ
を
見

て
頂
き
た
い
。

奉
寄
進

石
燈
籠

東
照
大
權
現
寳
前

丁

元
和
三

巳
年
四
月

有
馬
玄
蕃
頭

源
朝
臣
豐
氏

奉
寄
進

石
燈
籠

二
基

東
照
大
權
現

御
寳
前

酒
井
左
衛
門
尉

丁

元
和
三

巳
年
四
月
十
七
日

源
家
次

写真３ 中神庫前有馬家燈籠

写真 4 石鳥居前有馬家燈籠



台
徳
院
の
燈
籠

台
徳
院
に
奉
献
さ
れ
た
燈
籠
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
『
千
秋
文
庫
「
増
上
寺
絵
図
」
の

世
界
』
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
こ
と
が
有
る
が
、
そ
の
際
に
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備

御
燈
籠
記
』
（
以
下
『
御
燈
籠
記
』
）
と
千
秋
文
庫
所
蔵
の
『
享
保
年
間
に
よ
る
彩
色
大

絵
図
』
が
極
め
て
有
力
な
武
器
と
な
っ
た
。

『
御
燈
籠
記
』
の
写
本
は
国
立
国
会
図
書
館
に
有
り
、
『
東
京
市
史
稿
市
街
篇
』
に
も

翻
刻
が
有
る
。
『
御
燈
籠
記
』
か
ら
は
『
享
保
年
間
に
よ
る
彩
色
大
絵
図
』
に
描
か
れ
て

い
る
十
七
名
の
断
絶
し
た
大
名
家
が
省
か
れ
て
お
り
、
成
立
時
期
は
『
享
保
年
間
に
よ
る

彩
色
大
絵
図
』
の
描
か
れ
た
享
保
期
を
か
な
り
下
る
物
と
思
わ
れ
る
。

今
改
め
て
『
御
燈
籠
記
』
に
よ
っ
て
燈
籠
銘
を
辿
っ
て
い
く
と
、
二
つ
の
異
な
っ
た
書

式
が
読
み
取
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
筈
で
あ
る
。

例
え
ば
石
燈
籠
で
は

①
奉
拜
進

台
德
院
殿
一
品
大
相
國
公

御
廟
前

阿
波
侍
從
源
朝
臣
忠
鎭

一
同(

石
燈
籠)

兩
基

寛
永
九
壬
申
年
七
月
廿
四
日

②
奉
拜
進

台
德
院
殿
尊
前

酒
井
讃
岐
守
源
朝
臣
忠
勝

一
、
石
燈
籠

兩
基

寛
永
九
年
七
月
二
十
四
日

銅
燈
籠
に
関
し
て
も

①
奉
拜
獻

台
德
院
殿
一
品
大
相
國
公

尊
前

安
藝
侍
從
源
朝
臣
長
晟
敬
白

一
同(

銅
燈
籠)

同
（
兩
基
）

寛
永
九
壬
申
年
六
月
廿
四
日

②
奉
拜
進

台
德
院
殿
尊
前

從
二
位
行
權
大
納
言
源
朝
臣
義
直

一

銅
燈
籠

兩
基

寛
永
九
壬
申
七
月
廿
四
日

の
明
ら
か
に
違
っ
た
書
式
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
銅
燈
籠
に
つ
い
て
は
今
実
物

で
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
石
燈
籠
に
関
し
て
は
異
な
っ
た
書
式
の
実
際
の
姿
を

示
す
こ
と
が
出
来
る
。

『
本
光
国
師
日
記
』
は
本
光
国
師
、
金
地
院
崇
伝
が
慶
長
十
五
年
か
ら
寛
永
十
年
ま
で

二
十
四
年
に
わ
た
り
書
状
の
写
し
を
中
心
に
書
き
残
し
た
物
だ
が
、
寛
政
九
年
一
月
二
十

四
日
以
降
の
記
述
、
つ
ま
り
徳
川
秀
忠
が
薨
去
し
た
後
の
記
述
を
丹
念
に
拾
っ
て
い
く
と

増
上
寺
に
献
納
す
る
燈
籠
銘
に
つ
い
て
の
一
連
の
記
述
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

大
名
家
は
そ
れ
ぞ
れ
に
釣
燈
籠
、
金
燈
籠
、
石
燈
籠
に
付
す
る
銘
文
を
求
め
て
く
る
。

ま
た
松
平
の
称
号
を
得
た
大
名
か
ら
は
姓
は
ど
の
様
に
す
べ
き
か
等
の
問
い
も
寄
せ
ら
れ

る
。
し
か
し
、
ど
の
様
な
燈
籠
を
献
納
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と

を
見
れ
ば
、
す
で
に
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た
か
或
い
は
選
択
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

初
の
問
い
合
わ
せ
は
寛
永
九
年
三
月
五
日
の
仙
台
伊
達
家
か
ら
の
も
の
で

一
同
（
三
月
）
五
日
。
政
宗
ゟ
竹
田
法
印
使
に
來
ル
。
增
上
寺
御
玉
屋
に
金
燈
籠

寄
進
申
度
候
。
書
付
之
仕
様
尋
に
來
ル
、
則
書
付
遣
ス
。
案
有
左
。

燈

籠

兩
箇

奉
拜
献

台
徳
院
殿
一
品
大
相
國
公
尊
前

右寛
永
九
年
壬
申

三
月

中
納
言
藤
原
政
宗
敬
白

竹
法
に
渡
之
。
同
日
之
晩
。
政
宗
よ
り
禮
狀
來
ル
。

（
上
竿
）

（
下
竿
）

奉
拜
献

寛
永
九

年
七
月
二
十
四
日

壬
申

台
德
院
殿
一
品
大
相
國
公

御
廟
前

兩
箇

阿
波
侍
従
源
朝
臣
忠
鎮

石
燈
籠

敬
白

(

上
竿)

(

下
竿)

石
燈
籠
奉
拜
進

酒
井
讃
岐
守
源
朝
臣
忠
勝

台
德
院
殿

尊
前

寛
永
九
年
七
月
廿
四
日



こ
の
後
崇
伝
は
問
い
合
わ
せ
に
応
え
て
次
々
に
銘
文
を
書
き
与
え
る
が
そ
の
中
に
、
松
平

（
蜂
須
賀)

阿
波
守
忠
鎭
、
浅
野
但
馬
守
長
晟
へ
返
答
し
た
次
の
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
同
日
。
松
平
阿
波
守
殿
ゟ
石
燈
籠
銘
之
儀
頼
に
來
。
則
書
付
遣
ス
。
案
在
左
。

奉
拜
献

寛
永

台
德
院
殿
一
品
大
相
國
公

御
廟
前

石
燈
籠
兩
ケ

阿
波
侍
從
源
朝
臣
忠
鎭
敬
白

一
同
五
月
廿
六
日
。
淺
野
但
馬
殿
使
者
関
蔵
人
來
ル
。
増
上
寺
へ
金
燈
籠
上
ケ
候
書

付
尋
に
來
ル
。
即
書
付
遣
ス
。
案
在
左
。

金
燈
籠

兩
箇

奉
拜
献

台
德
院
殿
一
品
大
相
國
公

尊
前

寛
永
九
年
壬
申
六
月
二
十
四
日

安
芸
侍
従
源
朝
臣
長
晟
敬
白

与
え
ら
れ
た
記
述
と
、
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
の
記
述
と
を
付
き
合
わ
せ

て
み
れ
ば
、
各
大
名
家
が
崇
伝
の
案
文
に
従
い
忠
実
に
銘
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
判

る
。崇

伝
は
七
月
十
二
日
の
黒
田
甲
斐
守
孝
政
に
与
え
る
ま
で
都
合
二
十
一
名
に
銘
文
の
案

を
書
き
与
え
て
い
る
。
七
月
十
四
日
に
老
中
土
井
大
炊
頭
利
勝
に
提
出
し
た
『
石
燈
籠
書

付
』
に
よ
れ
ば
次
の
二
十
一
名
に
な
る
。

石
燈
籠
書
付

覚肥

前

侍

従

安

芸

侍

従

對

島

侍

従

越

前

宰

相

永

井

信

濃

守

出

雲

侍

従

長

門

少

将

松
平
式
部
太
輔

仙
臺
中
納
言

市
橋
伊
豆
守

本

多

伊

豆

守

南
部
信
濃
守

松
平
土
佐
守

白

川

宰

相

米

澤

少

将

土

佐

侍

従

阿

波

侍

従

有
馬
玄
蕃
頭

大

野

侍

従

松

平

隱

岐

守

黒
田
甲
斐
守

以
上

崇
伝
が
書
き
付
け
を
与
え
た
大
名
側
の
評
判
も
上
々
で
、
白
河
宰
相
丹
羽
長
重
は
崇
伝

の
元
を
尋
ね
て
、

丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
御
出
。
増
上
寺
之
石
燈
籠
脇
々
よ
り
書
付
上
け
候
は
。
請
取
不

申
候
得
共
。
国
師
書
候
は
。
無
異
義
収
候
由
御
物
語
也
。
五
郎
左
衛
門
殿
ゟ
上
り
候

石
燈
籠
も
。
無
異
義
収
満
足
之
由
な
り
。

と
満
足
の
旨
を
伝
え
て
い
る
。
「
石
燈
籠
脇
々
よ
り
書
付
上
け
候
は
」
と
い
う
記
述
か

ら
は
、
各
大
名
が
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
故
か
ら
銘
文
を
求
め
増
上
寺
に
納
め
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
判
る
。

崇
伝
が
書
き
付
け
に
記
し
た
日
付
は
六
月
二
十
四
日
ま
で
は
寛
永
九
壬
申
六
月
二
十
四

日
そ
れ
以
降
七
月
十
二
日
ま
で
の
物
は
寛
永
九
壬
申
七
月
二
十
四
日
で
あ
り
、
秀
忠
の
祥

月
命
日
の
日
付
と
な
る
。
当
初
私
は
『
御
燈
籠
記
』
の
日
付
に
有
る
錯
誤
は
単
な
る
誤
記

で
有
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
『
本
光
国
師
日
記
』
か
ら
日
付
を
逐
っ
て
い
く
と
意

図
さ
れ
た
物
で
有
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
し
、
同
時
に
各
大
名
家
の
都
合
、
つ
ま
り
燈

籠
の
準
備
状
況
に
応
じ
て
順
次
増
上
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
判
る
。

で
は
増
上
寺
側
で
は
受
け
取
っ
た
燈
籠
を
ど
の
様
に
配
置
し
て
い
っ
た
の
で
有
ろ
う

か
？こ

の
答
え
が
『
本
光
国
師
日
記
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。

一
同
日
（
十
七
日
）
。
土
大
炊
殿
。
従

御
城
直
に
御
出
、
松
右
衛
門
殿
。
道
春
。

永
喜
同
道
也
。
増
上
寺
へ
今
度
諸
大
名
。
各
石
燈
籠
御
寄
進
立
所
何
様
に
可
然
哉
。

可
申
上
由
、
則
書
付
上
ル
。
案
在
左
。

石
燈
籠
可
被
成
御
立
所
之
覚

一
御
廟
所
之
廻
り
に
御
連
枝
衆
。
其
外
ち
か
き
御
一
門
方
并
つ
ね
〳
〵
に

御

前
ち
か
く
御
奉
公
被
致
候
衆
之
石
燈
籠
可
被
成
御
立
歟
。

一
御
佛
殿
之
御
前
に
。
官
位
高
き
大
名
衆
。
其
外
國
持
衆
。
そ
れ
よ
り
次
第
々

々
に
御
立
可
被
成
歟
。
以
上
。

実
際
に
ど
の
様
な
形
で
燈
籠
が
配
置
さ
れ
た
か
は
、
千
秋
文
庫
蔵
の
『
享
保
年
間
に
よ

る
彩
色
大
絵
図
』
に
詳
細
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
「
御
廟
所
之
廻
り
」
と
「
御
佛
殿

之
御
前
」
だ
け
で
は
配
置
し
き
れ
ず
、
惣
門
か
ら
勅
額
門
の
前
、
佛
殿
か
ら
奥
の
院
ま
で

の
間
に
か
な
り
窮
屈
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
こ
の
様
に
書
い
て
く
る
と
、
本
光
国
師
崇
伝
に
よ
っ
て
燈
籠
の
銘
、
配
置
な
ど
様

々
な
儀
式
の
部
分
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
勿
論
崇
伝
の
意
識
の
中

に
も
家
康
が
薨
去
し
た
際
に
、
天
海
が
家
康
を
東
照
大
権
現
と
し
て
祀
り
あ
げ
儀
式
の
理



念
的
な
部
分
を
全
て
攫
わ
れ
た
こ
と
へ
の
苦
い
思
い
が
有
っ
た
こ
と
は
否
め
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

だ
が
今
回
も
崇
伝
の
思
い
の
儘
に
は
成
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
崇
伝
が
『
石
燈
籠
書
付
』

を
土
井
大
炊
頭
に
提
出
す
る
前
日
の
七
月
十
三
日
に
、
宗
對
馬
守
義
成
の
家
臣
で
あ
る
古

川
右
馬
之
助
か
ら
増
上
寺
へ
献
納
す
る
燈
籠
銘
の
書
き
付
け
を
届
け
て
来
る
が
、
そ
の
銘

は
五
月
二
十
六
日
に
、
同
じ
古
川
右
馬
之
助
の
求
め
に
応
じ
て
書
き
送
っ
た
銘
文
と
は
可

成
り
違
っ
て
い
る
。

一
同
日
（
五
月
二
十
六
日
）
。
宗
對
馬
殿
古
川
右
馬
助
來
ル
。
増
上
寺
へ
石
燈
籠
上

ケ
候
書
付
尋
に
來
ル
。
即
書
付
遣
ス
。
案
在
左
。

石
燈
籠

奉
拜
献

台
徳
院
殿
一
品
大
相
國
公

尊
前

寛
永
九
年
壬
申
六
月
二
十
四
日

對
馬
侍
従
源
朝
臣
義
成
敬
白

一
同
日
（
七
月
十
三
日
）
。
古
川
右
馬
之
助
ゟ
増
上
寺
之
石
燈
籠
之
書
付
之
寫
來
。

案
在
左
。
此
方
ゟ
書
付
遣
候
に
様
子
違
候
故
如
此
。

石
燈
籠
奉
拝
進

台
徳
院
殿寛

永
九
年
七
月
二
十
四
日

名
字
名
氏
名
乗

宗
対
島
守
が
実
際
に
増
上
寺
に
献
納
し
た
石
燈
籠
の
竿
の
部
分
が
西
多
摩
郡
の
日
出
町

に
残
さ
れ
て
い
る
。

古
川
右
馬
助
が
崇
伝
の
元
に
届
け
て
き
た
書
付
け
と
、
実
際
に
残
さ
れ
た
燈
籠
の
銘
を

見
れ
ば
、
官
位
の
記
載
が
無
く
、
明
ら
か
に
②
の
系
譜
に
属
す
る
こ
と
が
判
る
。

何
故
宗
対
島
守
は
わ
ざ
わ
ざ
頼
み
込
ん
で
ま
で
貰
っ
た
銘
を
書
き
換
え
て
増
上
寺
へ
献

納
し
た
の
か
。

七
月
十
四
日
。
『
石
燈
籠
書
付
』
を
土
井
大
炊
頭
利
勝
に
届
け
た
家
僕
の
清
兵
衛
は
直
(

上
竿)

(

下
竿)

石
燈
籠
奉
拜
進

台
德
院

殿

尊
前

敬

寛
永
九
年
七
月
廿
四
日

對
馬
侍
従
源
朝
臣
義
成
白

接
大
炊
頭
の
口
上
を
聞
い
て
戻
っ
て
く
る
。
口
上
の
内
容
は
崇
伝
が
増
上
寺
へ
献
納
す
る

諸
大
名
へ
石
燈
籠
の
銘
を
書
き
与
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
問
題
無
い
し
増
上
寺
も
異
存
が

無
い
筈
だ
と
い
う
物
だ
が
、
崇
伝
は
同
日
立
花
飛
騨
守
宗
茂
か
ら
来
た
銘
の
依
頼
を
断
っ

て
い
る
。

一
同
日
。
即
清
兵
へ
戻
ル
。
大
炊
殿
へ
懸
御
目
仕
合
能
歸
ル
。
大
炊
殿
之
御
口
上
は
。

か
様
之
銘
な
と
被
為
書
候
事
。
一
段
と
御
尤
に
公
私
存
義
に
候
。
増
上
寺
に
少
も

存
分
は
無
御
座
候
。
以
後
〳
〵
も
。
か
れ
之
義
は
。
被
為
書
候
而
。
一
段
尤
に
候

由
。
重
々
御
念
頭
之
口
上
共
也
。

一
同
日
。
立
花
飛
騨
殿
ゟ
石
燈
籠
之
銘
頼
に
來
ル
。
右
廿
一
人
之
外
ハ
斟
酌
に
候
間
。

増
上
寺
之
住
持
へ
御
頼
尤
と
申
遣
ス
。

崇
伝
は
日
記
の
中
で
確
執
と
い
っ
た
も
の
が
有
る
と
言
っ
て
い
る
訳
で
は
無
い
。
し
か

し
増
上
寺
に
献
納
さ
れ
る
燈
籠
の
銘
に
関
し
て
は
、
受
け
入
れ
る
増
上
寺
側
に
快
く
思
わ

な
い
部
分
が
有
り
、
土
井
大
炊
頭
が
間
に
立
っ
て
調
停
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
有
ろ
う
。

白
河
宰
相
丹
羽
長
重
も
言
う
よ
う
に
「
脇
々
よ
り
書
付
上
け
」
ら
れ
た
燈
籠
は
受
け
入

れ
ら
れ
ず
、
崇
伝
の
も
の
だ
け
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
。
残
さ
れ
た
燈
籠
の
銘
か
ら
は

崇
伝
が
書
き
与
え
た
物
以
外
に
大
き
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
物
が
無
い
こ
と
か
ら

考
え
れ
ば
、
増
上
寺
或
い
は
土
井
大
炊
頭
周
辺
が
燈
籠
の
銘
に
関
し
て
規
格
化
を
考
え
て

い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
無
い
か
。

今
崇
伝
の
書
き
付
け
に
見
ら
れ
る
銘
か
ら
何
が
足
さ
れ
何
が
引
か
れ
た
の
か
を
見
比
べ

て
み
れ
ば
、
幕
府
が
葬
送
儀
礼
を
通
じ
て
諸
大
名
の
統
制
の
た
め
に
何
を
意
図
し
て
い
た

か
が
明
瞭
に
な
る
。
具
体
的
に
は
銘
文
の
中
心
と
な
る
「
台
徳
院
殿
一
品
大
相
國
公
」
か

ら
「
一
品
大
相
國
公
」
の
文
字
が
除
か
れ
る
。
つ
ま
り
朝
廷
か
ら
の
諡
号
は
受
け
て
も
、

官
位
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

公
家
の
官
位
と
は
独
立
し
て
武
家
官
位
を
打
ち
立
て
た
幕
府
に
あ
っ
て
は
、
征
夷
大
将

軍
右
大
臣
の
職
を
受
け
る
身
で
は
有
っ
て
も
将
軍
こ
そ
が
武
家
社
会
の
頂
点
で
有
り
、
同

時
に
官
位
を
超
え
て
実
質
的
に
公
家
社
会
を
支
配
す
る
権
威
そ
の
も
の
で
有
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
必
要
が
有
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
幕
府
の
中
に
あ
っ
て
『
武
家
諸
法
度
』
や
寺
院
統
制
に
尽
く
し
て
き
た
崇
伝
に
あ

っ
て
、
尚
有
職
故
実
の
原
点
は
朝
廷
そ
の
も
の
で
有
り
、
旧
例
に
よ
り
形
の
整
合
性
を
求

め
て
い
け
ば
行
く
ほ
ど
公
家
社
会
の
作
り
上
げ
た
故
実
と
い
う
罠
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
了

っ
た
に
か
も
し
れ
な
い
。

崇
伝
が
銘
文
の
形
で
何
を
求
め
何
を
嫌
っ
た
か
を
示
す
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。



一
同
五
月
十
二
日
。
勝
屋
勘
右
衞
門
來
ル
。
増
上
寺
へ
手
洗
水
鉢
寄
進
候
銘
之
書
様

尋
に
來
。
又
從
内
義
。
金
燈
籠
貳
つ
寄
進
。
是
も
銘
之
書
様
尋
に
來
。
兩
様
書
付

遣
ス
。
案
在
左
。

御
水
鉢

奉
拜
献

台
徳
院
殿
一
品
大
相
國
公

尊
前

寛
永
九
年
壬
申

肥
前
侍
從
藤
原
朝
臣
勝
茂
敬
白

（
下
略
）

一
同
日
。
勝
屋
勘
右
衞
門
。
先
年
鍋
島
日
光
山
へ
手
洗
水
鉢
寄
進
之
時
之
銘
之
冩
持

來
ル
。
左
に
留
置
。
但
此
書
様
ハ
不
可
然
也
。
併
爲
覺
書
留
ル
。

日
光
山

東
照
大
権
現

奉
上
御
寳
前

丁

御
手
水
御
鉢
元
和
三
巳

年
四
月
十
七
日

藤
原
朝
臣

鍋
島
信
濃
守
勝
茂
敬
白

此
の
書
様
甚
惡
キ
也
。

一
つ
の
記
述
の
中
で
、
崇
伝
は
二
度
も
書
様
に
つ
い
て
難
じ
て
い
る
。
左
右
を
見
比
べ

て
み
れ
ば
、
諡
号
に
付
け
ら
れ
た
官
位
、
奉
献
者
の
官
位
に
つ
い
て
は
前
に
指
摘
し
た
通

り
だ
が
、
崇
伝
の
銘
が
「
台
徳
院
殿
一
品
大
相
國
公
尊
前
」
を
中
心
に
献
上
物
、
奉
献
者

名
が
配
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
光
山
の
も
の
は
「
奉
上
御
寳
前
御
手
水
御
鉢
」
を

中
心
に
奉
献
対
象
者
、
奉
献
者
名
が
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ど
の
部
分
を
指
し

て
崇
伝
が
「
書
様
甚
悪
き
」
と
書
い
た
か
は
明
確
で
は
無
い
が
、
崇
伝
に
と
っ
て
形
の
問

題
は
、
見
過
ご
す
こ
と
の
の
出
来
な
い
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も

幕
府
の
対
応
の
中
に

は
儀
礼
の
部
分
に
お

い
て
も
大
名
を
統
制

し
て
い
こ
う
と
い
う

政
治
的
な
力
学
が
働

い
て
い
た
と
考
え
る

べ
き
で
有
り
、
崇
伝

写真５ 増上寺

の
意
図
は
そ
の
前
で

再
び
挫
折
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。

ま
た
ど
ち
ら
の
系

列
の
銘
に
も
、
受
け

入
れ
先
の
増
上
寺
の

名
前
は
刻
み
込
ま
れ

て
は
居
な
い
。
家
康

が
日
光
東
照
宮
に
祀

ら
れ
た
の
は
例
外
と

し
て
、
徳
川
家
の
菩

提
寺
は
増
上
寺
し
か

な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
た
時
期
の
葬
儀
で

あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ

ざ
増
上
寺
の
名
前
を

入
れ
る
必
要
を
感
じ

て
居
な
か
っ
た
か
ら

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

何
に
し
て
も
、
本

光
国
師
崇
伝
が
二
十

一
名
の
大
名
に
与
え

た
書
き
付
け
が
幕
府

側
に
銘
文
に
関
す
る

一
つ
の
政
治
的
な
示

唆
を
与
え
た
こ
と
は

間
違
い
が
無
い
。

仙
台
中
納
言
、
米
沢
少
将
、
白
川
宰
相
、
阿
波
侍
従
と
い
っ
た
台
徳
院
廟
燈
籠
に
特
徴

的
に
見
ら
れ
る
呼
称
も
次
の
大
猷
院
の
燈
籠
で
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

一
方
燈
籠
個
々
の
形
に
関
し
て
は
可
成
り
自
由
度
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
佐
久
間
燈
籠

の
よ
う
な
途
轍
も
な
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
物
で
無
い
限
り
認
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
。こ

こ
で
『
御
燈
籠
記
』
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
た
い
。
『
御
燈
籠
記
』
に
は

石
燈
籠
寄
進
大
名

百
三
十
三
名

百
八
十
七
基

銅
燈
籠
寄
進
大
名

十
六
名

三
十
一
基

写真８ 狭山山不動寺羅漢堂前 写真６ 茅ヶ崎海前寺前写真７ 足利龍泉寺



が
記
載
さ
れ
て
い
る
他
に

釣
燈
籠
寄
進
大
名
他

二
十
四
名

四
十
六
基

水
盤
舎

二
名

二
ヶ
所

唐
銅
香
炉

二
名

二
臺

焼
物
花
生

一
名

一
対

石
橋

一
名

一
ヶ
所

五
重
石
燈
籠

一
名

一
基

来
迎
石

一
名

一
基

涅
槃
石

一
名

一
基

手
水
石

一
名

一
基

の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
来
迎
石
、
涅
槃
石
は
石
工
吉
岡
豊
前
重
次
の
献
上
物
。

手
水
石
は
林
大
学
頭
道
春
の
献
上
物
で
あ
る
。

例
え
ば
水
屋
を
寄
進
し
た
鍋
島
肥
前
守
勝
茂
と
寺
澤
志
摩
守
廣
高
を
見
て
み
よ
う
。

二
名
共
に
燈
籠
の
奉
献
は
無
い
。

ま
た
松
平(

池
田)

右
近
大
夫
輝
興
（
播
磨
赤
穂
）

松
平(

池
田)

岩
見
守
輝
澄
（
播
磨
山
崎
）

織
田
助
信
昌
（
上
野
小
幡
）

松
平
直
政
（
越
前
大
野
）

松
平
大
和
守
直
基
（
越
前
勝
山
）

松
平
土
佐
守
直
良
（
越
前
木
本
）

松
平
五
郎
延
良
（
忠
憲
）
（
信
濃
小
諸
）

の
各
大
名
は
釣
燈
籠
の
寄
進
は
有
る
が
石
燈
籠
の
奉
献
は
無
い
。

鍋
島
肥
前
守
勝
茂
が
崇
伝
に
手
水
鉢
の
銘
文
を
求
め
た
こ
と
は
先
に
『
本
光
国
師
日
記
』

の
記
述
を
引
い
た
が
、
改
め
て
書
き
抜
い
て
み
て
も

一
同
五
月
十
二
日
。
勝
屋
勘
右
衞
門
來
ル
。
増
上
寺
へ
手
洗
水
鉢
寄
進
候
銘
之
書
様

尋
に
來
。
又
從
内
義
。
金
燈
籠
貳
つ
寄
進
。
是
も
銘
之
書
様
尋
に
來
。
兩
様
書
付

遣
ス
。

と
有
っ
て
銅
（
石
）
燈
籠
へ
の
銘
文
は

初
か
ら
求
め
ら
れ
て
は
居
な
い
。
こ
こ
で
金

燈
籠
と
有
る
の
は
釣
燈
籠
の
こ
と
で
、
『
御
燈
籠
記
』
に
も
「
肥
前
侍
従
勝
茂
室
」
と
し

て
二
釣
奉
献
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
『
御
燈
籠
記
』
で
の
記
述
の
位
置
か
ら

し
て
お
そ
ら
く
礼
拝
所
の
内
部
に
吊
さ
れ
た
物
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
勝
茂
室
は
家
康
の
養

女
（
岡
部
長
盛
の
娘
）
で
、
秀
忠
の
薨
去
に
際
し
て
御
遺
金
を
賜
っ
て
い
る
。

釣
燈
籠
を
奉
献
し
た
二
十
四
名
の
内
、
大
名
の
内
室
は
六
名
で
、

加
藤
式
部
少
輔
明
成
室

黒
田
筑
前
守
長
政
後
室
大
涼
院

小
出
大
和
守
源
吉
英
室

参
議
大
江
朝
臣
秀
元
室

長
門
少
将
秀
就
家
室

こ
の
内
、
加
藤
式
部
少
輔
明
成
室
、

黒
田
筑
前
守
長
政
後
室
大
涼
院
、
小
出

大
和
守
吉
英
室
は
何
れ
も
保
科
正
直
の

娘
で
有
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

一
方
奉
献
さ
れ
た
燈
籠
の
基
数
は
松

平
式
部
大
輔
源
忠
次
（
上
野
館
林
）
が

十
一
万
石
で
一
基
、
酒
井
阿
波
守
忠
行

（
上
野
板
鼻
）
一
万
石
が
二
基
と
必
ず

し
も
領
知
高
の
多
寡
に
よ
っ
て
お
ら
ず

明
瞭
な
区
分
は
見
出
せ
な
い
。

同
じ
事
は
銅
燈
籠
と
石
燈
籠
の
区
分

に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
り
国
持
ち
大
名

で
も
石
燈
籠
を
献
納
し
て
お
り
格
式
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

し
か
し
勅
額
門
内
の
中
門
前
の
風

景
を
見
て
み
れ
ば
、
銅
燈
籠
、
石
燈

籠
の
大
き
さ
形
は
統
一
さ
れ
て
お
り
、

意
匠
的
な
試
み
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

示
し
て
お
り
、
惣
門
内
側
の
燈
籠
群

に
見
ら
れ
る
雑
然
と
し
た
景
観
と
は

異
な
る
。

以
上
か
ら
台
徳
院
廟
奉
献
燈
籠
に
つ

い
て
、
日
光
東
照
宮
か
ら
の
流
れ
を
要

約
し
て
お
こ
う
。

・
燈
籠
の
奉
献
は
台
徳
院
に
お
い
て
も

全

て
の
大
名
家
に
及
ん
で
は
い
な
い

こ
と
。

・
銅
燈
籠
、
石
燈
籠
の
献
納
及
び
奉
献

す

る
基
数
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
が

見
出

せ
な
い
こ
と
。

写真９ 台徳院勅額門前中門内側写真１０ 台徳院勅額門前右側



・
霊
廟
造
営
後
の
燈
籠
や
献
納
物
は
極
め

て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

・
奉
献
者
に
は
大
名
の
夫
人
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
石
燈
籠
の
献
納
は
無
く
、
釣
燈
籠
に

限
ら
れ
る
こ
と
。

・
日
光
東
照
宮
に
燈
籠
を
奉
献
し
た
本
多
伊
豆
守
富
正
が
再
び
奉
献
し
て
い
る
こ
と
や
、

陸
奥
磐
城
平
藩
の
内
藤
左
馬
助
政
長
の
嗣
子
内
藤
帶
刀
忠
興(

忠
長
）
が
共
に
燈
籠
を

献
じ
て
い
る
な
ど
、
大
名
以
外
の
献
納
に
明
瞭
な
基
準
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

・
ま
た
燈
籠
で
は
無
い
が
、
鍋
島
信
濃
守
勝
茂
が
手
水
御
鉢
が
寄
進
す
る
が
、
こ
れ
は
日

光
東
照
宮
へ
の
寄
進
が
先
規
と
な
っ
た
物
と
思
わ
れ
る
。

台
徳
院
霊
廟
に
献
納
さ
れ
た
燈
籠
、
水
盤
舎
、
香
炉
等
を
見
て
み
れ
ば
、
幕
府
側
に

意
匠
も
含
め
て
大
ま
か
な
案
は
有
る
物
の
、
献
納
は
大
名
側
の
自
発
的
な
意
志
に
任
さ
れ

て
お
り
、
幕
府
が
大
名
に
対
し
て
一
方
的
な
指
令
を
出
し
て
い
る
の
で
は
無
い
こ
と
が
判

る
。
先
に
『
本
光
国
師
日
記
』
に
よ
っ
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
燈
籠
銘
文
の

初
の
問
い

合
わ
せ
は
仙
台
伊
達
家
に
よ
り
寛
永
九
年
三
月
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
燈
籠
配
置
に

つ
い
て
土
井
大
炊
頭
が
諮
問
し
た
の
は
七
月
十
七
日
で
、
こ
こ
で
初
め
て
燈
籠
の
配
置
案

が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
猷
院
の
燈
籠

大
猷
院
の
燈
籠
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
、
ま
ず
大
猷
院
霊
廟
に
つ
い
て
基
本
的
な

事
実
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

大
猷
院
徳
川
家
光
は
、
慶
安
四
年
四
月
二
十
日
江
戸
城
に
お
い
て
薨
去
す
る
。
遺
骸
は

家
光
の
意
思
に
よ
り
日
光
東
照
宮
の
傍
ら
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
二
十
三
日
に
一

旦
寛
永
寺
に
移
さ
れ
る
。
酒
井
讃
岐
守
忠
勝
に
供
奉
さ
れ
た
霊
柩
は
二
十
三
日
に
寛
永
寺

を
発
っ
て
二
十
九
日
に
日
光
に
着
き
毘
沙
門
堂
門
跡
の
公
海
の
出
迎
え
を
受
け
る
。

日
光
に
新
廟
を
造
営
す
る
指
示
は
す
で
に
二
十
三
日
に
出
さ
れ
、
大
工
頭
木
原
杢
允
義

久
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
奉
行
が
任
命
さ
れ
た
の
は
六
月
十
八
日
で
、
惣
督
に
酒
井
讃
岐

守
忠
勝
。
奉
行
に
は
新
番
頭
北
條
新
蔵
氏
長
。
作
事
奉
行
船
越
三
郎
四
郎
永
景
。
書
院
番

石
尾
七
兵
衛
治
昌
。
小
姓
組
渡
辺
与
右
衛
門
正
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。

図１ 寛永寺平面図 佐藤左『大日本建築全史』付図より



一
方
寛
永
寺
に
大
猷
院
廟
造
営
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
六
月
九
日
で
惣
奉
行
に
松
平
伊
豆

守
信
綱
。
奉
行
は
小
姓
神
尾
主
水
正
元
珍
。
歩
行
頭
小
出
越
中
守
尹
貞
が
任
命
さ
れ
た
。

大
工
頭
は
鈴
木
修
理
長
恒
、
棟
梁
は
甲
良
豊
前
宗
賀
が
あ
た
っ
た
。

寛
永
寺
の
大
猷
院
廟
は
慶
安
五
年
の
四
月
二
日
に
上
棟
、
五
日
に
入
仏
式
が
営
ま
れ
た
。

寛
永
寺
の
廟
所
は
廿
日
御
仏
殿
と
呼
ば
れ
享
保
五
年
に
火
災
に
よ
っ
て
消
失
す
る
迄
今

の
上
野
の
東
京
国
立
博
物
館
の
裏
手
、
鶯
谷
の
駅
に
抜
け
て
い
く
手
前
、
寛
永
寺
第
一
霊

園
東
側
と
忍
岡
中
学
の
辺
り
に
有
っ
た
が
、
浦
井
正
明
氏
も
書
か
れ
た
と
お
り
経
過
か
ら

し
て
霊
廟
と
は
呼
び
に
く
い
物
で
有
っ
た
。

佐
藤
左
氏
の
『
大
日
本
建
築
全
史
』
（
文
翫
堂
書
店

昭
和
八
年)

の
付
図
に
享
保
五
年

以
前
の
寛
永
寺
徳
川
家
霊
廟
三
代
の
配
置
図
を
模
刻
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
部
分
拡
大

図
を
載
せ
て
お
く
。
付
図
に
は
佐
藤
左
氏
に
よ
り
「
本
圖
は
幕
府
の
大
棟
梁
甲
良
若
狭
守

棟
利
（
享
保
二
十
年
四
月
四
日
没
）
の
所
持
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
享
保
五
年
以
前
に
作
成

さ
れ
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
ゐ
る
」
の
注
記
が
あ
る
。

図
左
上
に
「
廿
日
御
仏
殿
」
と
あ
り
、
佐
藤
氏
の
「
三
代
将
軍
家
光
の
大
猷
院
廟
」
の

注
記
が
あ
る
。

近
ま
で
大
猷
院
廟
の
跡
を
示
す
表
示
が
有
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
今
は

古
跡
を
偲
ぶ
物
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
今
の
厳
有
院
勅
額
門
は
昭
和
三
十
二
年
に
行
わ
れ
た
解
体
修
理
時
に
確
認
さ
れ
た

絵
様
肘
木
裏
面
に
書
か
れ
た
墨
書
銘
に
よ
り
、
大
猷
院
廟
の
勅
額
門
と
し
て
使
わ
れ
た
物

を
そ
の
ま
ま
引
き
移
さ
れ
使
わ
れ
た
こ
と
が
判
っ
て
お
り
、
（
『
重
要
文
化
財
嚴
有
院
靈

廟
勅
額
門
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和
三
十
二
年
）
寛
永
寺
の
大
猷
院
廟
を
偲
ぶ
唯
一
の
建

造
物
と
な
っ
て
い
る
。

寛
永
寺
霊
廟
へ
の
石
燈
籠
に
関
し
て
は
『
厳
有
院
殿
御
実
紀
』
の
承
応
元
年
（
慶
安
五

年
）
二
月
十
一
日
の
条
に

○
十
一
日
小
姓
兼
二
丸
徒
頭
小
出
越
中
守
尹
貞
。
小
姓
神
尾
主
水
正
元
珍
東
叡
山

霊

廟
に
。
諸
大
名
よ
り
石
燈
籠
奉
る
事
沙
汰
す
べ
し
と
命
ぜ
ら
る
。

○
（
三
月
）
廿
日
三
家
よ
り
東
叡
山

廟
前
に
銅
燈
籠
進
獻
あ
り

と
あ
る
の
で
上
棟
式
の
前
ま
で
に
諸
大
名
か
ら
の
燈
籠
の
献
納
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

今
私
の
元
に
は
寛
永
寺
大
猷
院
霊
廟
に
献
納
さ
れ
た
二
十
三
基
分
の
銘
文
が
有
る
が
、

献
納
の
日
付
は
慶
安
四
年
十
一
月
二
十
日
が
四
基
、
十
二
月
二
十
日
が
十
一
基
、
翌
慶
安

五
年
四
月
二
十
日
が
八
基
不
明
が
一
基
と
な
っ
て
い
る
。

燈
籠
の
形
を
見
て
み
よ
う
。
大
ま
か
に
三
つ
の
様
式
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

①
後
の
寛
永
寺
・
増
上
寺
型
と
言
わ
れ
る
円
柱
状
の
竿
を
持
つ
物
。

②
台
徳
院
廟
燈
籠
に
特
徴
的
に
見
え
る
形
で
、
竿
を
上
下
に
分
け
、
銘
文
も
上
下
竿
に

按
分
さ
れ
て
い
る
。

③
台
徳
院
で
は
細
川
家
や
森
家
の
燈
籠
に
見
ら
れ
た
六
角
柱
型
の
物
。
銘
文
も
三
な
い

し
四
つ
の
面
に
割
り
振
ら
れ
る
。

現
在
残
さ
れ
て
い
る
燈
籠
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
台
徳
院
燈
籠
の
よ
う
に
高
さ
や
大
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き
さ
に
バ
ラ
ツ
キ
が
少
な
く
見
比
べ
た
と
き
の
違
和
感
も
少
な
い
。
①
の
様
式
で
も
後
の

も
の
に
比
べ
る
と
腰
高
な
感
じ
が
否
め
な
い
。

後
に
天
野
俊
一
氏
の
『
石
燈
籠
』
か
ら
火
袋
に
特
徴
の
あ
る
一
例
を
掲
げ
て
お
く
。

燈
籠
銘

銘
文
に
つ
い
て
二
十
一
例
で
判
断
す
る
の
は
尚
早
な
気
も
す
る
が
、
そ
れ
で
も
幾
つ

か
の
傾
向
が
現
れ
て
い
る
の
で
記
し
て
み
る
。

銘
文
が
燈
籠
の
竿
の
形
態
に
よ
り
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
勿
論
で
、
例
え
ば
③
の
形
態

で
有
れ
ば
中
央
に
「
大
猷
院
殿

尊
前
」
と
い
う
諡
号
を
置
い
て
左
右
に
振
り
分
け
ら
れ

る
。②

に
し
て
も
同
様
だ
が
上
下
に
竿
が
分
割
さ
れ
る
た
め
に
多
少
下
側
の
文
字
の
配
置
が

窮
屈
と
な
り
姓
名
を
左
右
に
分
け
る
記
載
方
法
も
見
ら
れ
る
。

(

左
面)

奉
獻
石
燈
籠

東
叡
山

（
中
央
面)

大
猷
院
殿

尊
前

（
右
面)慶

安
五
壬

年
四
月
廿
日

辰

内
田
長
十
郎
藤
原
正
衆

写真１４

一
番
多
い
①
の
様
式
の
中
に
上
野
林
光
院
前
燈
籠
の
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
ら
れ
た
。

谷
中
上
聖
寺
の
燈
籠
に
も
「
奉
拝
獻

石
燈
籠

兩
箇
」
の
記
載
が
見
ら
れ
、
明
ら

か
に
台
徳
院
燈
籠
の
銘
文
を
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
考
え
て
見
れ
ば
こ

れ
は
当
然
の
帰
結
で
、
先
例
を
重
ん
じ
る
社
会
で
あ
れ
ば
特
別
な
指
示
が
無
い
限
り
先
代

将
軍
の
霊
廟
に
献
納
さ
れ
た
銘
文
が
先
規
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。

し
か
し
①
②
③
の
形
態
を
通
じ
て
「
奉
献
」
の
記
載
例
が
多
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や

は
り
何
ら
か
の
調
整
が
行
わ
れ
指
示
が
出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
台
徳
院
廟
石
燈
籠
に
は
一
例
も
見
出
せ
な
い
寺
院
の
山
号
、
つ
ま
り
「
東
叡
山
」

な
い
し
「
武
州
東
叡
山
」
の
記
載
が
全
て
に
見
ら
れ
る
。

次
に
日
光
の
大
猷
院
廟
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
。

日
光
に
新
廟
を
造
営
す
る
指
示
が
慶
安
四
年
四
月
二
十
三
日
に
出
さ
れ
た
こ
と
は
既
に

述
べ
た
。
山
あ
い
の
地
を
開
削
し
石
垣
を
築
い
て
霊
廟
の
地
を
作
り
上
げ
て
い
く
作
業
は

上
野
よ
り
遙
か
に
時
間
を
要
し
た
が
、
そ
れ
で
も
承
応
二
年
四
月
四
日
に
は
入
仏
供
養
が

行
わ
れ
、
江
戸
で
も
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
て
七
日
に
は
御
三
家
、
譜
代
の
大
名
が
登
城
し

て
賀
詞
を
奏
上
し
た
。

諸
大
名
か
ら
の
燈
籠
献
上
の
記
事
は
『
徳
川
実
紀
』
に
は
見
ら
れ
ず

承
応
二
年
三
月

の
記
事
に

(

上
棹
）

(

下
棹
）

奉
獻

石
燈
籠
兩
基

武
州
東
叡
山

大
猷
院
殿

尊
前

慶
安
四
辛

年

十
一
月
二
十
日

卯

源
朝
臣

従
五
位
下
松
平
左
近
衛
将
監

忠
昭

□
拜
晋

慶
安
四
辛
卯
□
十
二
月
二
十
日

大
猷
院
殿

尊
前

石
燈
籠
從
五
位
下
戸
田
土
□
守
藤
原
正
安

敬
白



○
十
日
日
光
山

大
猷
院
廟
前
に
。

紀
尾
兩
卿
よ
り
銅
燈
を
獻
ぜ
ら
る
。

の
記
載
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

日
光
大
猷
院
廟
献
納
の
銅
燈
籠
に
つ

い
て
は
既
に
狭
山
山
不
動
寺
羅
漢
堂
内

に
移
さ
れ
た
文
昭
院
、
有
章
院
の
銅
燈

籠
を
調
査
さ
れ
た
石
塚
雄
三
氏
に
よ
り

綿
密
な
調
査
が
行
わ
れ
『
日
光
輪
王
寺

第

号
』
に
「
日
光
山
「
大
猷
院
銅
燈

75
籠
」
ー
失
わ
れ
た
鋳
物
師
を
求
め
て
ー
」

に
報
告
さ
れ
て
居
る
。

石
燈
籠
に
つ
い
て
は
「
天
界
か
ら
人

界
庭
園
を
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
で
風
情

あ
る
情
景
が
有
名
だ
が
、
確
か
に
東
照

宮
前
の
人
波
か
ら
離
れ
て
、
此
の
空
間

の
中
に
佇
ん
で
い
る
と
何
故
か
極
め
て

良
質
な
時
に
出
会
っ
て
い
る
様
な
気
に

な
る
。
荘
厳
で
は
あ
っ
て
も
猛
々
し
く

は
無
く
、
仰
ぎ
見
て
い
る
か
と
思
え
ば
、

緩
や
か
に
私
た
ち
の
視
界
の
中
に
横
た

わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
巧
ま
れ
た
意
匠

の
中
で
、
私
た
ち
は
し
っ
と
り
と
時
の

流
れ
の
中
に
佇
ん
で
い
る
と
い
っ
た
錯

覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

石
燈
籠

の
基
数
に
つ
い
て
は
ネ
ッ
ト
上
に
三
百

十
五
基
と
い
う
記
述
が
あ
る
だ
け
で
調

査
報
告
に
つ
い
て
は
見
て
い
な
い
。

実
は
そ
の
こ
と
を
石
塚
氏
に
お
話
し

し
た
と
こ
ろ
、
輪
王
寺
の
方
に
見
せ
て

い
た
だ
い
た
配
置
図
（
仮
に
『
大
猷
院

灯
篭
配
置
図
』
と
す
る
。
）
が
有
る
と

の
情
報
を
頂
き
、
コ
ピ
ー
ま
で
お
送
り

頂
い
た
。
配
置
図
に
は
手
書
き
の
境
内

略
図
の
上
に
銅
燈
籠
五
十
八
基
を
含
め

写真１５ 仁王門内内側写真１６ 人界庭園右側

て
三
〇
六
基
の
燈
籠
が
番
号
順
に
配
置
さ
れ
、
奉
献
し
た
大
名
の
名
前
が
細
字
で
び
っ
し

り
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

一
目
見
て
綿
密
な
調
査
の
跡

が
偲
ば
れ
る
図
面
で
あ
る
。

配
置
図
に
は
御
宝
塔
前
と
し

て
無
銘
の
二
基
、
更
に
甲
府

様
（
徳
川
綱
重
）
、
館
林
様
（
徳

川
綱
吉
）
の
銅
燈
籠
が
そ
れ

ぞ
れ
二
基
ず
つ
描
か
れ
て
い

る
の
で
、
燈
籠
の
総
数
は
三

百
十
二
基
と
言
う
こ
と
に
な

る
。

内
容
の
詳
細
に
つ
て

は
後
に
ご
紹
介
す
る
こ
と
に

す
る
。

石
塚
氏
か
ら
資
料
を
頂
く
前
、
生
憎
雨
天
の
中
で
あ
っ
た
が
状
況
を
確
認
に
出
掛
け
て

み
た
。
残
念
な
が
ら
入
れ
な
い
場
所
も
多
く
概
観
す
る
の
み
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

が
、
今
回
は
幾
つ
か
の
点
を
中
心
に
比
較
を
行
っ
て
み
た
。

写
真
で
は
仁
王
門
右
側
、
そ
し
て
人
界
庭
園
内
左
右
の
燈
籠
群
を
見
て
頂
い
た
が
、
一

見
し
て
判
る
の
は
燈
籠
群
が
形
に
は
多
小
差
が
あ
り
な
が
ら
全
体
と
し
て
整
然
と
配
置
さ

れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
の
印
象
の
由
来
は
実
は
燈
籠
の
高

さ
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
瞭
然
で
あ
る
。
高
さ
を
比
較
し
た
デ
ー
タ
で
示
せ

な
い
の
が
残
念
だ
が
、
高
さ
も
寛
永
寺
の
物
に
比
べ
て
低
い
。

一
つ
一
つ
の
燈
籠
の
形
は
違
っ
て
も
、
醸
し
出
さ
れ
る
均
質
性
は
明
ら
か
に
演
出
さ
れ

た
物
で
有
り
、
こ
の
演
出
さ
れ
た
均
斉
観
が
以
後
の
燈
籠
の
献
納
に
際
し
て
規
制
を
掛
け

て
い
く
理
念
的
な
裏
付
け
に
な
っ
た
物
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
燈
籠
の
形
と
銘
で
あ
る
が
、
全
体
像
を
把
握
出
来
て
い
な
い
の
で
こ
こ
で
は
既
に

調
査
済
み
の
寛
永
寺
大
猷
院
廟
石
燈
籠
か
ら
比
較
可
能
な
三
例
を
取
り
出
し
て
考
察
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

㈠
内
田
長
十
郎
正
衆(1645

～1699
)

下
野
鹿
沼
藩

浅
間
山
観
音
堂(

鬼
押
出
し
園)

鐘
楼
脇
に
あ
る
六
角
柱
の
竿
を
持
つ
燈
籠
で
、
日
光
大

猷
院
で
は
入
り
口
前
の
公
衆
ト
イ
レ
入
り
口
の
右
手
に
並
ん
で
い
る
。
こ
ち
ら
も
六
角
柱

の
竿
を
持
っ
て
い
る
が
寛
永
寺
の
物
が
鋭
い
稜
角
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
日
光
の
物
は
面

取
り
を
し
て
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
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銘
文
は
、
寛
永
寺
の
物
は
六
角
柱
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面
に
直
に
割
り
付
け
て
彫
り
込
ま
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
光
大
猷
院
の
物
は
東
照
宮
の
石
燈
籠
に
も
見
ら
れ
る
花
頭
形
輪

郭
の
中
に
配
さ
れ
て
い
る
。

慶
安
五
年
は
九
月
十
八
日
に
承
応
に
改
元
さ
れ
る
か
ら
、
二
つ
の
燈
籠
の
制
作
年
に
は
僅

写真１８ 寛永寺大猷院廟石燈籠

(浅間山観音堂)

写真１９日光大猷院廟石燈籠

(

左
面)

奉
獻
石
燈
籠

東
叡
山

（
中
央
面)

大
猷
院
殿

尊
前

（
右
面)慶

安
五
壬

年
四
月
廿
日

辰

内
田
長
十
郎
藤
原
正
衆

か
に
一
年
の
差
し
か
無
い
。

竿
部
分
の
拡
大
写
真
か
ら
花
頭
形
輪
郭
線
に
つ
い
て
理
解
し
て
頂
け
る
と
思
う
。

⑵
阿
部
備
中
守
定
高(1635

～1659
)

武
蔵
岩
槻
藩

上
野
大
猷
院
に
献
納
さ
れ
た
燈
籠
は
今
川
越
喜
多
院
の
書
院
の
脇
に
あ
る
。日

光
大
猷
院

の
燈
籠
は
入
り

口
を
入
っ
て
す

ぐ
右
手
に
並
ん

で
い
る
。
ど
ち

ら
も
円
柱
の
竿

を
持
ち
、
特
別

の
意
匠
も
無
く

碑
面
に
銘
が
彫

り
込
ま
れ
て
い

る
が
、
寛
永
寺

の
物
に
比
べ
て

写真20寛永寺大猷院廟石燈籠

(川越喜多院)

(

左
奥
面)

奉
獻
石
燈
籠

(

左
面
）日

光
山

（
中
央
面)

大
猷
院
殿

尊
前

（
右
面)𣴎

應
二
年
四
月
二
十
日

(

右
奥
面)

内
田
長
十
郎
藤
原
正
衆

奉
獻
石
燈
籠

兩
基

武
州
東
叡
山

大
猷
院
殿

尊
前

慶
安
四
年
極
月
二
十
日

從
五
位
下
阿
部
備
中
守

藤
原
定
髙
朝
臣



日
光
大
猷
院
の
物
は
字
に
雄
渾
さ
が
無
く
、
技
術
的
に
未
熟
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

⑶
小
笠
原
信
濃
守
長
次(1615

～1666
)

豊
前
中
津
藩

上
野
寛
永
寺
の
物
は
浅
間
山
観
音
堂
を
間
近
に
し
た
橋
の
傍
に
置
か
れ
て
い
る
。
日
光

大
猷
院
廟
の
物
は
仁
王
門
を
入
っ
て
左
手
の
宝
庫
の
前
右
手
に
置
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
円
柱
の
竿
の
銘
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
日
光
大
猷
院
の
物
に
「
御
寳
前
」

奉
獻

石
燈
籠

二
基

日
光
山

大
猷
院
殿

尊
前

癸

𣴎
應
二
巳

年
四
月
二
十
日

從
五
位
下
阿
部
俻
中
守
藤
原
朝
臣
定
高
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と
記
し
て
あ
る
の
が
東
照
宮
燈
籠
の
銘
を
思
わ
せ
る
。
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(浅間山観音堂)

奉
獻

石
燈
籠

兩
基

東
叡
山

大
猷
院
殿

尊
前

慶
安
四
辛

年
十
一
月
二
十
日

卯小
笠
原
信
濃
守

源
朝
臣
長
次



大
猷
院
燈
籠
に
つ
い
て
は
独
創
的
な
形
を
持
つ
物
も
有
り
も
う
少
し
比
較
検
討
を
重
ね

て
み
た
い
気
が
す
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
別
な
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
見
え
て
き
た
こ
と

を
要
約
し
て
み
た
い
。

ま
ず
燈
籠
の
形
式
だ
が
、
寛
永
寺
の
大
猷
院
廟
献
納
燈
籠
に
見
ら
れ
る
形
式
は
そ
の
ま

ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
高
さ
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
竿
の
部
分
で
長
さ

を
調
整
し
て
い
る
の
か
寸
詰
ま
り
に
な
っ
た
印
象
さ
え
あ
る
。
銘
を
書
き
込
む
際
の
意
匠

と
し
て
花
頭
形
の
輪
郭
線
が
描
か
れ
て
い
る
例
が
多
く
、
日
光
東
照
宮
に
献
納
さ
れ
た
燈

籠
を
意
識
し
て
い
る
物
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
台
徳
院
霊
廟
の
石
燈
籠
に
こ
の
花
頭
形
輪

郭
線
を
持
っ
た
物
は
な
い
。

寛
永
寺
燈
籠
の
献
納
時
期
に
は
慶
安
四
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
慶
安
五
年
四
月
二
十
日

ま
で
の
バ
ラ
ツ
キ
が
見
ら
れ
る
が
、
日
光
大
猷
院
の
物
は
見
た
限
り
で
は
承
応
二
年
四
月

二
十
日
と
な
っ
て
お
り
バ
ラ
ツ
キ
は
見
ら
れ
な
い
様
に
思
う
。
但
し
、
『
大
猷
院
燈
籠
配

置
図
』
の
記
録
か
ら
ど
う
し
て
も
同
時
代
の
大
名
名
が
同
定
で
き
な
か
っ
た
松
平
右
近
将

監
は
、
天
野
俊
一
氏
の
『
石
燈
籠
』
の
写
真
か
ら
寛
延
三
年
四
月
二
十
日
銘
の
館
林
城
主
、

松
平
右
近
将
監
武
元
で
有
る
こ
と
が
判
っ
た
。

燈
籠
は
ほ
ぼ
一
年
の
間
を
置
い
て
献
納
さ
れ
た
が
、
燈
籠
の
意
匠
、
出
来
映
え
、
銘
文

の
文
字
を
見
る
限
り
別
々
の
石
工
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
作
り
置
い
た
物
を
上

野
、
日
光
に
別
々
に
運
び
込
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
日
光
大
猷
院
の
物
は
日
光
で
作

ら
れ
配
置
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

後
に
大
猷
院
靈
廟
前
の
燈
籠
を
『
大
猷
院
燈
籠
配
置
図
』
を
元
に
概
観
し
て
み
た
い
。

日
光
大
猷
院
霊
廟
前
に
は
先
述
し
た
松
平
右
近
将
監
も
含
め
て

百
八
十
二
家
の
大
名

家
か
ら
三
〇
六
基
の
銅
・
石
燈
籠
が
奉
献
さ
れ
て
い
る
。
内
一
基
は
資
料
に
欠
落
が
有
る

の
か
或
い
は
付
番
に
誤
り
が
有
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
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奉
獻

石
燈
籠
兩
基

日
光
山

大
猷
院
殿

御
寳
前

癸

𣴎
應
二
巳

年
四
月
廿
日

小
笠
原
信
濃
守

源
朝
臣
長
次

こ
れ
を
日
光
東
照
宮
、
台
徳
院
御
霊
廟
に
献
納
さ
れ
た
燈
籠
の
基
数
、
大
名
数
と
比
べ

れ
ば
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
日
光
大
猷
院
霊
廟
前
に
献
納
し
た
大
名

の
内
訳
を
調
べ
て
み
る
と
意
外
な
事
に
気
づ
く
。

例
え
ば

阿
部
豊
後
守
忠
秋
（
武
蔵
忍
藩
八
万
石
）

松
平
伊
豆
守
信
綱
（
武
蔵
川
越
藩
六
万
石
）

板
倉
周
防
守
重
宗
（
下
総
関
宿
藩
五
万
石
）

と
い
っ
た
大
名
の
名
前
が
見
え
な
い
。
阿
部
豊
後
守
忠
秋
、
松
平
伊
豆
守
信
綱
は
家
光
、

家
綱
時
代
を
通
じ
て
老
中
職
、
板
倉
周
防
守
重
宗
は
京
都
所
司
代
を
勤
め
て
い
る
。

で
は
当
時
大
名
家
は
ど
れ
だ
け
有
り
、
ど
れ
だ
け
の
大
名
が
石
燈
籠
の
献
納
を
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
始
め
て
見
る
と
こ
の
作
業
は
可
な
り
難
し
い
仕
事
で
有
る
こ
と
が
判

っ
た
。
『
江
戸
幕
府
大
名
武
鑑
編
年
集
成
』
か
ら
ほ
ぼ
同
時
代
の
慶
安
四
年
刊
の
『
御
大

名
武
士
鑑
』
で
デ
ー
タ
を
取
り
始
め
た
が
、
全
体
に
汚
損
が
激
し
い
の
と
、
主
要
な
大
名

に
欠
落
が
有
っ
て
旨
く
い
か
な
い
。

そ
こ
で
少
し
時
代
は
下
る
が
明
暦
四
年
刊
の
『
明
暦
武
鑑
』
を
使
っ
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
『
明
暦
武
鑑
』
は
、
都
立
中
央
図
書
館
の
「
貴
重
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
國

學
院
大
学
図
書
館
の
「
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
画
像
が
有
る
が
、
國
學
院
大
学
の

も
の
が
一
丁
二
頁
分
つ
ま
り
六
大
名
分
デ
ー
タ
が
多
い
の
で
こ
れ
を
使
用
し
た
。
『
明
暦

武
鑑
』
に
は
家
綱
御
舎
弟
の
徳
川
綱
豊
、
徳
川
綱
吉
を
筆
頭
に
御
三
家
以
下
二
二
三
家
が

記
載
さ
れ
て
い
る
が
遠
藤
備
前
守
、
真
田
内
記
が
重
複
し
て
い
る
。
日
光
大
猷
院
廟
へ
の

献
納
が
有
る
大
名
で
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
十
四
家
で
中
に
は
明
暦
二
年
に
無
嗣
断
絶

し
た
日
根
野
織
部
正
吉
明
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
デ
ー
タ
を
検
証
し
て
い
く
と

問
題
の
有
る
も
の
も
幾
つ
か
あ
る
が
、
今
は
単
純
な
足
し
算
で
二
百
三
十
七
家
と
し
て
お

く
。だ

が
二
百
三
十
七
家
の
大
名
家
が
、
総
て
同
じ
立
場
で
将
軍
家
に
対
し
て
居
た
訳
で
は

無
い
。
分
家
大
名
の
存
在
で
あ
る
。
分
家
大
名
に
関
し
て
は

近
野
口
朋
隆
氏
が
『
江
戸

大
名
の
本
家
と
分
家
』
に
新
し
い
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
し
て
頂
く
こ
と

に
し
て
、
こ
こ
で
は
鍋
島
家
と
黒
田
家
の
例
を
取
り
上
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

肥
前
佐
賀
の
鍋
島
家
は

肥
前
小
城
藩
（
７
万
３
千
石
）

肥
前
蓮
池
藩
（
５
万
２
千
石
）

肥
前
鹿
島
藩
（
２
万
石
）

の
分
家
を
持
つ
が
、
内
分
分
家
の
た
め
か
『
明
暦
武
鑑
』
に
も
記
載
が
無
く
、
台
徳
院
、

大
猷
院
廟
に
も
本
藩
の
燈
籠
の
献
納
は
あ
る
が
、
こ
三
家
に
よ
る
献
納
は
無
い
。

一
方
筑
前
福
岡
の
黒
田
家
は



筑
前
秋
月
藩
（
五
万
石
）
元
和
九
年
十
月
分
地
公
認

の
分
家
を
持
つ
が
別
朱
印
分
家
の
爲
か
『
明
暦
武
鑑
』
に
も
記
載
が
あ
り
、
台
徳
院

霊
廟
へ
の
燈
籠
の
献
納
は
無
い
が
、
大
猷
院
に
は
献
納
さ
れ
て
い
る
。

他
に
池
田
家
、
毛
利
家
の
例
が
有
る
が
、
今
は
触
れ
な
い
。

後
に
見
る
よ
う
に
、
常
憲
院
霊
廟
に
献
納
さ
れ
た
石
燈
籠
に
は
、
こ
れ
ら
の
分
家
大
名

の
名
も
見
え
、
将
軍
家
の
葬
送
儀
礼
の
中
に
ど
の
様
に
大
名
家
が
組
み
込
ま
れ
て
行
っ
た

か
の
例
示
と
な
る
。

基
礎
と
な
る
大
名
家
の
数
の
把
握
は
こ
の
様
に
明
確
で
は
な
い
が
、
日
光
大
猷
院
霊
廟

の
造
営
に
当
た
っ
て
総
て
の
大
名
家
に
燈
籠
の
献
納
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
無
い

こ
と
は
明
ら
か
で
有
ろ
う
。

燈
籠
を
献
納
し
た
百
八
十
一
家
を
石
高
と
献
納
基
数
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ

十
万
石
以
上
の
大
名
九
十
一
家

そ
の
う
ち
九
十
家
が
二
基
、
一
家
が
一
基

十
万
石
未
満
の
大
名
九
十
家

そ
の
う
ち
三
十
四
家
が
二
基
献
納
、

五
十
六
家
が
一
基
献
納
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
老
中
ク
ラ

ス
の
有
力
大
名
数
家
が
何
故
か
献
納
を
行

っ
て
い
な
い
。
で
は
、
松
平
信
綱
、
阿
部

忠
秋
と
い
っ
た
ク
ラ
ス
の
大
名
は
例
え
老

中
と
い
う
要
職
に
有
っ
て
も
燈
籠
を
献
納

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
有
ろ

う
か
。

こ
こ
で
同
時
代
、
慶
安
四
年
つ
ま
り
家

光
が
亡
く
な
る
前
年
に
命
に
よ
っ
て
改

修
造
営
さ
れ
た
上
野
東
照
宮
の
石
燈
籠

群
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
容
易
に

松
平
信
綱
、
阿
部
忠
秋
、
板
倉
重
宗
の

燈
籠
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
日
光
東
照
宮
の
燈
籠
の
中
で
紹

介
し
た
よ
う
に
、
寛
永
十
八
年
の
日
光

東
照
宮
の
奥
宮
の
改
修
の
際
に
は
、
時

の
老
中
で
あ
っ
た
松
平
信
綱
、
阿
部
重

次
、
阿
部
忠
秋
が
燈
籠
を
献
納
し
て
い

る
。
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
家
光
を
支
え

幼
き
将
軍
家
綱
を
守
り
育
て
た
重
臣
達
が
日
光
大
猷
院
廟
に
燈
籠
を
献
納
し
な
か
っ
た
背
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景
に
は
、
別
の
力
学
が
働
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

別
の
力
学
と
は
何
か
。
家
光
政
権
で
老
中
職
を
勤
め
た
の
は
秀
忠
大
御
所
政
権
時
代
の

の
酒
井
忠
世
、
土
井
利
勝
、
酒
井
忠
勝
、
稲
葉
正
勝
、
内
藤
忠
重
を
除
く
と
就
任
順
に

松
平
伊
豆
守
信
綱

堀
田
加
賀
守
正
盛

阿
部
豊
後
守
忠
秋

阿
部
対
島
守
重
次

と
な
る
。
こ
の
内
堀
田
正
盛
、
阿
部
重
次
が
家
光
薨
去
の
後
殉
死
を
す
る
。
家
光
の
遺
命

が
有
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
時
殉
死
し
た
の
は
内
田
正
信
（
鹿
沼
藩
主
）
、
三
枝
守
恵

（
常
陸
玉
取
藩
主
）
、
奥
山
安
重
（
小
十
人
組
頭
）
を
加
え
た
五
名
で
有
る
。
今
こ
の
五

名
の
墓
は
日
光
大
猷
院
廟
に
程
近
い
田
母
沢
の
妙
道
院
釈
迦
堂
の
境
内
に
「
殉
死
者
の
墓
」

と
し
て
祀
ら
れ
、
ま
た
上
野
寛
永
寺
の
子
院
現
龍
院
の
墓
所
に
奥
山
安
重
を
除
く
四
名
の

墓
が
有
る
。

五
名
の
殉
死
者
が
殉
死
に
至
っ
た
個
別
の
理
由
と
状
況
に
つ
い
て
は
東
京
大
学
の
山
本

博
文
氏
が
『
殉
死
の
構
造
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
さ
れ

た
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
同
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
家
光
薨
去
当
時
に
日
本
橋
に
掲
げ
ら

れ
た
落
書
に
、
恩
顧
を
受
け
な
が
ら
殉
死
し
な
か
っ
た
者
へ
の
批
判
と
も
受
け
取
ら
れ
る

文
書
（
『
旧
章
録
拾
遺
』
）
が
掲
げ
ら
れ
て
居
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。

こ
の
落
書
の
中
で
早
々
に
あ
の
世
の
家
光
の
元
に
行
っ
て
仕
え
る
べ
き
だ
と
名
指
し
さ

れ
た
の
は
、

と
り
わ
け
日
来
御
心
安
く
召
し
使
わ
れ
候
中
根
壱
岐
守
（
正
盛
）
・
永
井
日
向
守
（
直

清
）
を
ま
づ
差
し
越
さ
る
べ
く
候
。
そ
の
外
、
朽
木
民
部
少
輔
（
稙
綱
）
・
大
沢
右
近

大
夫
（
右
近
将
監
、
尚
親
）
・
久
永
飛
騨
守
（
重
章
）
・
三
次
能
登
守
（
政
盛
）
等
儀

は
、
面
々
勝
手
仕
廻
次
第
、
早
々
相
越
し
候
様
申
し
渡
さ
る
べ
く
候
。
猶
又
、
爰
元
（
極

楽
）
、
吉
利
支
丹
の
御
詮
議
に
御
あ
ぐ
み
あ
そ
ば
さ
れ
候
間
、
井
上
筑
後
守
（
政
重
）

儀
、
弘
誓
の
早
船
を
も
っ
て
渡
海
せ
し
む
べ
き
の
旨
、
上
意
に
候
。

（
『
殉
死
の
構
造
』
）

の
六
名
で
有
る
。
こ
の
内
一
万
石
以
上
の
大
名
は

永
井
日
向
守
直
清
（
摂
津
高
槻
藩
三
万
六
千
石
）

朽
木
民
部
少
輔
稙
綱
（
常
陸
土
浦
藩
主
三
万
石
、
慶
安
二
年
ま
で
若
年
寄
）

井
上
筑
後
守
政
重
（
下
総
高
岡
藩
一
万
石
）

の
三
名
で
、
日
光
大
猷
院
廟
へ
の
燈
籠
の
献
納
は
永
井
日
向
守
直
清
が
二
基
、
井
上
筑

後
守
政
重
が
一
基
だ
が
、
朽
木
民
部
少
輔
稙
綱
は
献
納
し
て
い
な
い
。

一
方
、
家
光
の
時
代
に
恩
顧
を
受
け
大
名
に
取
り
立
て
ら
れ
た
大
名
の
内
、
家
綱
の
側



衆
と
し
て
仕
え
後
に
幕
政
に
参
加
し
て
い
く

久
世
大
和
守
廣
之
（
家
光
の
小
姓
後
に
上
総
の
内
一
万
石
、
承
応
二
年
側
衆
）

牧
野
佐
渡
守
親
成
（
下
総
関
宿
藩
一
万
七
千
石
、
承
応
二
年
側
衆
、
承
応
三
年
か
ら

板
倉
周
防
守
重
宗
の
後
を
承
け
て
京
都
所
司
代
）

の
二
名
は
何
れ
も
燈
籠
を
献
納
し
て
い
な
い
。

松
平
和
泉
守
乗
寿
（
上
野
館
林
藩
六
万
石
、
承
応
三
年
死
去
）

は
寛
永
十
九
年
か
ら
家
綱
付
き
の
老
中
と
し
て
初
期
の
政
権
を
支
え
て
き
た
が
、
老
中

と
し
て
日
光
大
猷
院
廟
に
二
基
の
燈
籠
を
献
納
し
て
い
る
。
同
じ
く
銅
燈
籠
を
献
納
し
て

い
る
の
は
承
応
二
年
か
ら
「
連
署
過
判
の
上
主
」
老
中
の
首
座
に
就
い
た

酒
井
雅
楽
頭
忠
清
（
上
野
厩
橋
藩
十

万
石
）

で
、
結
局
家
光
政
権
か
ら
の
老
中
は

一
人
も
燈
籠
を
献
納
せ
ず
、
家
綱
付
き

の
老
中
で
有
っ
た
松
平
和
泉
守
乗
寿
と

家
光
没
後
に
老
中
首
座
に
収
ま
っ
た
酒

井
雅
楽
頭
忠
清
だ
け
が
燈
籠
の
献
納
を

行
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

『
大
猷
院
燈
籠
配
置
図
』
の
調
査
記

録
か
ら
二
天
門
前
の
燈
籠
配
置
を
見
て

み
れ
ば
、
階
段
下
に
は
寛
延
三
年
四
月

二
十
日
銘
の
松
平
右
近
将
監
武
元
、
次

に
慶
安
四
年
に
将
軍
補
佐
の
た
め
溜
之

間
詰
に
任
ぜ
ら
れ
た
松
平
隠
岐
守
定
行
（
伊
予
松
山
藩
十
五
万
石
）
、
松
平
和
泉
守
乗
寿

が
続
き
、
同
じ
く
溜
之
間
詰
の
保
科
正
之
、
老
中
首
座
の
酒
井
雅
楽
頭
忠
清
の
銅
燈
籠
が

配
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
松
平
伊
豆
守
信
綱
等
の
燈
籠
も
こ
の
辺
り
に
配
置
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

山
本
博
文
氏
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
老
中
は
本
来
殉
死
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
無

い
。
し
か
し
ど
ん
な
理
由
で
あ
れ
時
の
老
中
の
中
に
一
人
で
も
殉
死
者
を
出
し
て
し
ま
え

ば
、
様
々
な
情
念
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
殉
死
の
美
学
に
向
か
っ
て
絡
み
取
ら
れ
て
行
く
。

お
そ
ら
く
堀
田
正
盛
、
阿
部
重
次
の
殉
死
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
松

平
信
綱
等
幕
府
の
中
心
に
居
て
、
し
か
も
家
光
の
代
に
深
い
恩
顧
を
被
っ
た
大
名
達
は
、

殉
死
者
の
墓
を
家
光
の
陵
墓
の
近
く
に
祀
る
こ
と
で
、
殉
死
の
美
学
を
美
学
と
し
て
完
結

さ
せ
る
と
共
に
、
自
ら
は
身
を
差
し
控
え
る
と
い
う
形
で
噴
出
し
て
い
く
情
念
に
対
し
て

静
か
に
向
き
合
っ
て
い
く
形
を
取
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

図２ 日光大猷院廟二天門前

殉
死
は
こ
ん
な
形
で
将
軍
霊
廟
前
の
燈
籠
配
置
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。

日
光
大
猷
院
廟
の
燈
籠
に
関
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
考
察
を
続
け
て
行
か
な
く
て
は
成
ら

な
い
し
、
基
本
的
な
資
料
の
整
理
を
行
う
必
要
も
あ
る
。
今
回
は
輪
王
寺
で
作
成
さ
れ
た

手
書
き
の
調
査
資
料
を
元
に
考
察
を
進
め
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
遺
漏
の
部
分
も
有
り
、
今

後
の
成
果
を
待
ち
た
い
と
思
う
。

大
猷
院
廟
の
燈
籠
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
み
た
い
。

・
台
徳
院
霊
廟
で
は
、
燈
籠
に
限
ら
ず
認
め
ら
れ
て
い
た
献
納
物
は
燈
籠
に
一
本
化
さ

れ
、
し
か
も
霊
廟
全
体
に
均
斉
感
を
も
た
ら
す
形
で
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
台
徳
院
惣
門
内
側
に
見
ら
れ
た
高
さ
も
、
大
き
さ
も
バ

ラ
バ
ラ
な
燈
籠
の
風
景
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

・
燈
籠
の
献
納
は
ほ
ぼ
万
石
以
上
の
大
名
に
及
び
、
逆
に
万
石
以
上
で
は
あ
っ
て
も
陪

臣
の
献
納
は
無
い
。
但
し
親
族
大
名
間
の
本
分
家
関
係
に
基
づ
く
調
整
は
十
分
で
な

く
、
献
納
の
在
り
方
に
バ
ラ
ツ
キ
が
見
ら
れ
る
。

・
殉
死
と
い
っ
た
特
殊
な
事
情
に
よ
っ
て
、
燈
籠
の
献
納
を
差
し
控
え
る
大
名
が
出
た

が
、
将
軍
家
の
霊
廟
に
燈
籠
を
献
納
す
る
と
い
う
基
本
的
な
形
は
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ

た
と
言
え
る
。

・
唐
金
燈
籠
、
石
燈
籠
の
区
別
、
領
知
高
に
よ
る
基
数
の
区
別
等
ま
だ
ま
だ
基
準
に
曖

昧
な
点
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
大
名
間
の
格
式
や
序
列
が
葬
送
儀
礼
の
中
で
明
確
な

形
を
取
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。


